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新型コロナウイルス感染予防及び感染拡大防止の徹底について（依頼） 

 

 

平素より，本市保健福祉行政の推進に御理解と御協力をいただき，感謝申しあげます。 

新型コロナウイルス感染症については，これまで，感染予防及び感染拡大防止に御尽力いただき，誠

にありがとうございます。 

本市においては 7 月以降，感染者数が増加傾向に転じ，介護サービス事業所・施設等においても感染

者が急増しています。各事業所・施設等で行われている感染予防対策及び感染者発生時の対応等につい

て，改めて徹底していただきますようお願い申しあげます。 

また，新型コロナウイルスワクチンの 4回目接種の推進を引き続きよろしくお願いいたします。 

 

＜これまで事業所・施設等で感染拡大した要因＞ 

・換気を行わず，冷暖房を利用していた。 

・食事の際に，適切な感染予防対策が行われていなかった。 

 など 

 

＜現在特に参考にしていただきたい国の通知＞ 

・「高齢者施設等における感染対策の徹底について」（令和４年８月２日厚生労働省老健局高齢者支援課

ほか連名事務連絡）❒ 

 

＜参考にしていただきたい過去の通知等＞ 

・「新型コロナウイルス感染予防対策研修における動画教材の活用について（事務連絡）」（2020年７月

28日発出）❒ 

「別紙一覧表」❒ 

・「新型コロナウイルス感染症の急拡大に係る感染予防対策の再徹底と備えについて（通知）」（2020年

11月 30日発出）❒ 

 

＜感染対策マニュアル等掲載リンク＞ 

・市介護保険課ＨＰ「感染対策マニュアル一覧」❒ 

・厚労省ＨＰ「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」❒ 

・厚労省ＨＰ「新型コロナウイルス感染症への対応について（介護事業者等の皆さまへ）」❒ 

 

ＰＣＲ検査受検時及び陽性者発生時の指定権者への報告 

職員又は利用者が①ＰＣＲ検査等を受検する場合及び②感染者が発生した場合は，速やかに介護保

険課へ報告してください。（事業者指導担当 084-928-1232，夜間休日は警備員室 084-921-2130） 

根拠通知：「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応につい

て」（令和２年２月 18日厚労省発出事務連絡）❐ 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000972469.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/168937.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/168938.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/178035.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/205002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf

